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陣地発第  号  

平成18年 月 日   

各 都道府県障害保健福祉担当課長 殿  

厚 生 労 働 省 社 会・援 護 局  

障害保健福祉部企画課地域生活支援室長  

地域生活支援事業に係る障害福祉計画の作成について   

標記につきましては、障害者自立支援法第87条において厚生労働大臣が基本的な指針  

を定め、同法第88条第1項及び89条第1項において市町村及び都道府県が障害福祉計  

画を定めることとされているところですが、今般、「障害福祉サービス及び相談支援並び  

に市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに円滑な実施を確保する  

ための基本的な指針」（厚生労働省告示第  号）（以下、「基本指針」という。）が示され  

たことに伴い、同法第77条及び78莱に定められた市町村及び都道府県の地域生活支援  

事業に係る障害福祉計画の作成について、別添のとおり取りまとめましたので、参考に配  

布いたします。   

なお、管内市町村に対しては、貴職から速やかに情報提供をお願いします。  
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市町村及び都道府県地土或生活支援事業に係る障害福祉計画の作成について  

1．障害福祉計画の作成に関する基本的な考え方  

地域生活支援事業は、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した   
日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔  
軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者及び障害児の福祉の  
増進を選るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心し   
て暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としている。   

地域生活支援事業は、市町村及び都道府県が行う事業であり、それぞれ法律上実施し  
なければならない具体的な事業を定めているが、これに限らず市町村及び都道府県の判  
断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を実施することがで   
きることとしている。   

本事業の実施に当たっては、障害者自立支援法に規定する個別給付（介護給付、訓練  
等給付、自立支援医療、補装具）と組み合わせて実施することや、地理的条件・各種社  
会資源の状況を勘案し、委託契約、広域連合等の活用、個別給付では対応できない複数   
の利用者への対応等、柔軟な形態により各地方自治体の創意工夫の下に効率的・効果的   
に実施することが求められている。   

このため、計画の策定に当たっては、障害者等をはじめ幅広い関係者の参加を求める   
とともに関係部局、関係機関並びに市町村と都道府県間の密接な連携を図ることが必要   
である。  

2．障害福祉計画の作成に関する事項   

（1）市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項（基本指針：別表第二関連）  

基本指針の事項  内  容  

（市町村障害福祉計画）  

市町村が実施する地域生活支援事業について、地域の実情に応じて、次の事項を定め  

ること。   

① 実施する事業の内   
容   

次の事業の内容について定める。   

なお、近隣市町村と広域的に実施する事業、他市町村に委  

託する事業、法第77条第2項により都道府県が代わって実  
施する事業等については、その旨を明記する。   

1．相談支援事業  

2．コミュニケーション支援事業  
3．日常生活用異給付等事業  
4．移動支援事業  
5．地域活動支援センター機能強化事業  
6．発達障害者支援センター運営事業（指定都市に限る。）  
7．上記の他、地域における障害福祉サービスの提供状況や   

障害者等のニーズに基づき実施が必要と判断される事業  
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② 各年度における事   

業の種類ごとの実施   

に関する考え方及び   

量の見込み  

平成20年度までの各年度及び平成23年度にお口■る実施  
に関する考え方及び量の見込みについて定める。   

1．事業の実時に関する考え方   

実施する事業の種類ごとに、事業の実施体制や地域の実   

情を反映した取組方法等に関する考え方を明記する。   

2．事業の量の見込み  
（1）相談支援事業  

障害者相談支援事業、地域自立支援協議会、障害児  

等療育支援事業（指定都市、中核市に限る。）の実施  
見込み箇所数。   

・市町村相談支援機能強化事業、住宅入居等支援事業  

及び成年後見制度利用支援事業のうち実施するものに  

ついて、実施見込み箇所数。   

（2）コミュニケーション支援事業   

・聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のた  

めに意思疎通を図ることに支障がある障害者等の利用  

見込み者数。   

（3）日常生活用異給付等事業  
日常生活用異の種類ごとの給付等見込み件数。   

（4）移動支援事業   

・実施見込み箇所数、利用見込み者数、延べ利用見込  

み時間数。   

（5）地域活動支援センター機能強化事業   
・ 地域活動支援センターのⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型ごとの実  

施見込み箇所数、利用見込み者数。   

（6）発達障害者支援センター運営事業（指定都市に限る。）   

・ 実施見込み箇所数、利用見込み者数。   

（7）上記の他、地域における障害福祉サービスの提供状況   
や障害者等のニーズに基づき必要と判断される事業につ   

いて、それぞれの事業の種類ごとの実施箇所数及び量の   

見込み等を定める。   

③ 各事業の見込量の   

確保のための方策  

各種社会資源の活用、近隣市町村との連携、他の市町村へ  

の委託等広域的・総合的な実施など効率的・効果的な事業の  

確保方策を定める。  

④ その他実施に必要   

な事項  

特記すべき事項があれば定める。  
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（2）都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項（基本指針：別表第四関連）  

内  容  基本指針の事項  

（都道府県障害福祉計画）  

都道府県が実施する地域生活支援事業について、地域の実情に応じて、次の事項を定  
めること。   

① 実施する事業の内   

容  

次の事業の内容について定める。   

1．専門性の高い相談支援事業  
（1）発達障害者支援センター運営事業  

（2）障害者就業・生活支援センター事業  

（3）高次脳機能障害支援普及事業   

2．広域的な支援事業  
（1）都道府県相談支援体制整備事業等  

（2）精神障害者退院促進支援事業   

3．法第77条第2項により市町村に代わって行う事業   

4．上記の他、地域における障害福祉サービスの提供状況や   
障害者等のニーズに基づき実施が必要と判断される事業   

平成20年度までの各年度及び平成23年度における実施  
に関する考え方及び量の見込みについて定める。   

1．事業の実施に関する考え方   

実施する事業の種類ごとに、事業の実施休制や地域の実   

情を反映した取組方法等に関する考え方を明記する。   

2．事業量の見込み  
（1．）専門性の高い相談支援事業   

① 発達障害者支援センター運営事業  

・ 実施見込み箇所数、利用見込み者数。  

② 障害者就業・生活支援センター事業  

実施見込み箇所数、利用見込み者数。  

③ 高次脳機能障害支援普及事業  

・実施見込み箇所数、利用見込み者数。   

（2）広域的な支援事業   

① 都道府県相談支援体制整備事業等  

都道府県相談支援体制整備事業、都道府県自立支  

援協議会及び障害児等療育支援事業の実施見込み箇  

所数。  

② 各年度における事   

業の種類ごとの実施   

に関する考え方及び   

量の見込み  
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② 精神障害者退院促進支援事業  

・実施見込み箇所数、利用見込み者数。   

（3）法第77条第2項により市町村に代わって行う事業   

（4）上記の他、地域における障害福祉サービスの提供状況   
や障害者等のニーズ又は市町村における事業の実施状況   

に基づき実施が必要と判断される事業について、それぞ   
れの事業の種類ごとの実施箇所数及び量の見込み等を定   

める。  

市町村における事業が適正かつ円滑に実施されるよう市町  

村への支援、基盤整備に関する広域的な調整等を図るなど総  
合的な事業の確保方策を定める。  

③ 各事業の見込量の   

確保のための方策  

④ その他実施に必要   

な事項  

特記すべき事項があれば定める。  
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障害福祉計画に定める地域生活支援事業の見込量及びその考え方  

1．市町村事業（1／2）  

18年度  19年度  20年度  23年度  
事 業 名  実施に関する考え方  

実施見込  
み箇所数   

（1）相談支援事業  

① 相談支援事業  

ア 障害者相談支援事業  

イ・地域自立支援協議会  

ウ 障害児等療育支援事業  （指定都市、中核市のみ）  

② 市町村相談支援機能強化事業  

③ 住宅入居等支援事業 

④ 成年後見制度利用支援事業  

（2）コミュニケーション支援事業  

（3）日常生活用異給付等事業  
※給付等見込み件数を記載  

① 介護訓練支援用異  

② 自立生活支援用異  

③ 在宅療養等支援用異  

④ 情報・意志疎通支援用異  

⑤ 排泄管理支援用具  

◎ 住宅改修費  

の  



1，市町村事業（2／2）  

18年度  19年度  20年度  23年度  
事 業 名  実施に関する考え方  

実施見込  

み箇所数   

（4）移動支援事業  

※（級憫について、「利用組み壱凱槻に利閥込み楓  
延べ利用見込み時間散の附こ記載する。  

（5）地域活動支援センター機能強化事業  

① 地域活動支援センターⅠ型  

（a 地域活動支援センターⅠ聖  

③ 地域活動支援センターⅢ型  

（6）発達障害者支疲センター運営事業  

※指定都市に限る。  

※1轍市町駅軸する事業かある齢に舶市郎摘を記乱  ※ 関係する他市町村名   

※2縄府鮒伽って実施する事掛ある齢［はその事業を記乱  

（上記の他実施する事業）  

昏  

※ 記入欄が不足する場合には適宜追加すること。  

（注）「実施に関する考え方」については、別途、記載する方法もあること。   



2．都道府県事業  

18年度  19年度  20年度  23年度  
事 業 名  実矧こ関する考え方  

実施見込：  

み箇所数；   

（1）専門性の高い相談支援事業  

① 発達障害者支援センター運営事業  

② 障害者就業・生活支援センター事業  

③ 高次脳機能障害支援普及事業  

（2）広域的な支援事業  

① 都道府県相談支援体制整備事業等  

ア 都道府県相談支援体制整備事業  

イ 都道府県自立支援協議会  

ウ 障害児等療育支援事業  

② 精神障害者退院促進支援事業  

※渥府鮒帽つって実施する事業卿ある齢にはその事業を記乱  ※ 関連する市町村名   

（上記の他実施する事業）  

※ 記入欄が不足する場合には適宜追加すること。  
（注）「実施に関する考え方」については、別途、記載する方法もあること。   




